
第７章　職制・機構
1.機構図 （平成２６年３月３１日現在）
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２．事務分掌

（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づき設けるものに

限り適用する。）

（平成２６年４月現在）

経営企画室

(1) 上下水道事業に係る経営に関すること。

(2) 上下水道事業に係る中長期計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 上下水道統合に伴う総合調整等に関すること。

総務課

(1) 公印、文書の管理及び秘書事務に関すること。

(2) 局及び部の庶務に関すること。

(3) 人事考課並びに職員の進退、賞罰、任免及び服務に関すること。

(4) 給与制度その他労働条件及び労働組合に関すること。

(5) 公務災害及び安全衛生に関すること。

(6) 職員の給与及び福利厚生に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 議会に関すること。

(9) 管理規程の制定及び改廃の審査並びに例規集に関すること。

(10) 電子計算機器等の効率的利用及び運営管理に関すること。

(11) 他の課の主管に属さないこと。

管財課

(1) 庁舎の維持管理に関すること。

(2) 自動車 (原動機付自転車を含む )の集中管理、事故処理及び損害保険

に関すること。

(3) 不動産、動産、物品等売買、賃借、資材購入及び請負の契約に関す

ること。

(4) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 火災及び損害保険 (車両関係除く )に関すること。

(6) 地球温暖化対策実行計画に関すること。

(7) 工事検査に関すること。
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２．事務分掌
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（平成２６年４月現在）
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(2) 自動車 (原動機付自転車を含む )の集中管理、事故処理及び損害保険
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(8) 設計審査等に関すること。

経理課

(1) 財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 予算原案、財務諸表及び決算書の作成に関すること。

(3) 収入及び支出の事務審査に関すること。

(4) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(5) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(6) 局の予算及び経理に関すること。

(7) 計理状況の報告に関すること。

(8) 消費税の申告及び納付に関すること。

お客様サービス課

(1) 開閉栓業務に関すること。

(2) メーターに関すること。

(3) 水道料金等の調定に関すること。

(4) 検針業務委託業者との連絡調整に関すること。

営業システム課

(1) 上水道料金業務システムに関すること。

(2) 業務統計に関すること。

(3) 調定日計表の取りまとめに関すること。

(4) 営業関連業務の企画調整に関すること。

収納対策課

(1) 水道料金等の収納及び還付等に関すること。

(2) 営業前受金の収納及び還付等に関すること。

(3) 収入日計表に関すること。

(4) 水道料金の収納事務の委託に関すること。

(5) 口座振替及び納付制による水道料金の収納又は精算に関すること。

(6) 停水処分に関すること。

(7) 中及び東地区の窓口業務に関すること。
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施設整備課

(1) 水道施設等の実施計画に関すること。

(2) 許可及び認可事業の申請等に関すること。

(3) 水道施設の指針及び基準に関すること。

(4) 部の庶務に関すること。

(5) 水道施設等の設計に関すること。

(6) 水道施設工事の施行、監督及び精算に関すること。

(7) 給水の停止及び制限、断水の広報並びに応急給水に関すること。

(8) 水道管路図面等並びに水道管路に付属する情報の整備及び更新に

関すること。

(9) 地下埋設協議及び調整等に関すること。

(10) 配水管網整備工事等に伴う道路掘削等の許可申請及び継続申請に

関すること。

(11) 他の課及びセンターの主管に属さないこと。

給水課

(1) 給水の停止及び制限、断水の広報並びに応急給水に関すること。

(2) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(3) 給水装置工事申請の設計、審査及び検査並びに加入金、手数料、給

水装置工事費の収入及び還付手続きの調定に関すること。

(4) 給水装置工事施工に係る道路掘削等の許可申請及び継続申請に関

すること。

(5) 貯水槽水道に関すること。

(6) 給水原簿の管理に関すること。

維持管理課

(1) 給水の停止及び制限、断水の広報並びに応急給水に関すること。

(2) 水圧の調整及び水圧測定に関すること。

(3) 配水管等の維持管理に関すること。

(4) 私有小管等を含む給水装置の修繕及び応急処置に関すること。

(5) 維持又は修繕工事等に伴う道路掘削等の許可申請及び継続申請に

関すること。
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配水管理センター

(1) 配水管理センターの危機管理体制確立に関すること。

(2) 浄水施設、配水施設及び拠点給水施設の維持管理に関すること。

(3) 受水及び分水契約に関すること。

(4) 浄水施設及び配水施設等の維持管理、更新及び改良工事に伴う設計

施工、監督及び精算に関すること。

(5) 水運用に伴う取水、受水及び送水に関すること。

(6) 水質検査に関すること。
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３．職員配置表

※管理者、再任用職員、退職者を除く。

４．勤続年数別職員構成

※管理者、再任用職員、退職者を除く。

平成26年3月31日
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５．年齢別職員構成

男 女 男 女 男 女 計

20歳未満 0 0 0 0 0 0 0

20～24歳 2 2 5 0 7 2 9

25～29歳 3 2 12 3 15 5 20

30～34歳 2 2 6 3 8 5 13

35～39歳 5 3 2 0 7 3 10

40～44歳 4 0 0 0 4 0 4

45～49歳 6 1 3 1 9 2 11

50～54歳 13 1 12 2 25 3 28

55～59歳 22 4 21 0 43 4 47

合    計 57 15 61 9 118 24 142

※管理者、再任用職員、退職者を除く。

平成26年3月31日
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第８章　広報
１．広報活動

名称 実施日 対象 場所 内容 実績

上小阪配水場
“つつじ”の一般開放

4/22(火）
～4/29(火)

市民等 上小阪配水場

来場者へ粗品の配布（チラシ、備蓄
水、堆肥、球根）、水道・下水道に関
するパネル展示、土日曜限定の「自治
会の児童向けの催し物」、のぼりの設
置

8,285人

第55回水道週間
（6/1～6/7）

6/1（土） 市民等
イトーヨーカドー

東大阪店

スローガンの入った粗品の配布（備蓄
水、花の種）、利き水、アンケート
（回答者には、災害用ウェットタオル
を贈呈）、水道に関するパネル展示、
水道週間ポスター配布（市内小学校、
市関係施設）、懸垂幕の掲示（水道庁
舎、総合庁舎、菱屋西配水場）、のぼ
りの設置（水道庁舎）、電光表示板へ
の掲載

2,000人

２．広報紙発行

発行物 配布日 内容 部数

水さき案内13号 H25.7.19

熱中症対策、悪質な商法・訪問販売、
防災訓練、給水装置の新設・改造工
事、第55回水道週間、口座振替制度、
水の備蓄、検針協力

206,000部

水さき案内14号 H26.1.24

水道管の凍結、水の備蓄、使いはじめ
の水は飲み水以外に、水道料金等の減
免申請、口座振替制度、出前教室、悪
質な商法・訪問販売、検針協力

208,000部2/1号市政だより同時配布

配布先

8/1号市政だより同時配布
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